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　軽自動車税は毎年４月１日に原動機付自転車、バイク、軽自動車などを所有されているかたに課税されます。軽自動
車などを廃棄処分したかた、盗難・紛失されたかた、譲渡したかた、市外に転出されたかたで、廃車・名義変更などの
手続きを済ませていないかたは、３月29日㈮までに手続きしてください。

◎原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車
以外の車両は、以下の表を参照し、申請先へ確
認してください。

　軽３輪・軽４輪車は最初の車検登録から13年を超えると税率が上がりますのでご注意ください（電気自動車などを除
く）。例：車検証上の「初度検査年月」が平成17年４月～平成18年３月の車両は、平成31年度分から重課の対象になり
ます。

軽自動車税に関する問い合わせ…市民税課　諸税係　A048-259-7633　E048-259-4541

問い合わせ…市民税課　市民税第1～4係　A048-259-7634～6、7245　E048-259-4541

原付・２輪・小型特殊自動車 軽３輪・軽４輪（登録年により税率が異なる車両）

市民税・県民税の申告はお済みですか市民税・県民税の申告はお済みですか

軽自動車などの廃車・名義変更の手続きは3月中に軽自動車などの廃車・名義変更の手続きは3月中に

税 金 を 知 ろ う ⑫税 金 を 知 ろ う ⑫
市民税・県民税の申告はお済みですか

軽自動車税の税率

　申告期間は3月15日㈮までです。(土・日曜日は除く、
ただし３月３日㈰は受付）
　期間終了間際は会場が混雑するため、早めの申告を
お願いします。
◎市民税・県民税の申告会場
　会場…青木会館３階 大会議室
※申告者用駐車場はありませんので、
　公共交通機関をご利用ください。
　時間…９：00～16：00
◎申告に必要なもの
□市民税・県民税申告書、添付書類台紙
□本人確認書類（マイナンバーと身元を確認できる
もの）

□印鑑(スタンプ式不可)、筆記用具

□収入・所得を証明できる書類(源泉徴収票、給与明
細書など）
□社会保険料(健康保険・後期高齢者医療保険・国民
年金・介護保険など)の支払証明書や領収書
□生命保険料(一般生命保険・個人年金保険・介護医
療保険)や地震保険料などの控除証明書
□医療費控除の明細書またはセルフメディケーショ
ン税制の明細書と一定の取り組みを行ったことが
分かる書類（明細書は事前に記入してください）
□経費などに関する領収書
□そのほか申告に必要な書類(寄附金控除証明書など)
※原則書類は返却しません。控えが必要なかたは、
事前にコピーしてから持参してください。
※会場は混雑するため、郵送での申告が便利です。

◎原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の廃車・名義変更手続き
申請…本庁舎３階　市民税課３番窓口

初度検査から
13年を
超えたもの
（重課）

車両の初度
検査年月 平成27年

3月以前
（旧税率）

平成27年
4月以降

（新税率※）種　別

軽
自
動
車

４
輪

自家用
営業用
自家用
営業用

乗
用

貨
物

３輪 3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

4,600円
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円

※環境負荷が小さな車両は、新規登録の翌年度分に限り税率が軽減されます。
　初度検査年月は車検証を確認してください。

１２５ｃｃを
超える２輪車

３輪・４輪の
軽自動車

関東運輸局　埼玉運輸支局
A050-5540-2026

軽自動車検査協会　埼玉事務所
A050-3816-3110

申請・問い合わせ車　種 原動機付自転車
小型特殊自動車
１２５ｃｃを
超える２輪車
３輪・４輪の
軽自動車

川口市役所　市民税課
A048-259-7633
関東運輸局　埼玉運輸支局
A050-5540-2026
軽自動車検査協会　埼玉事務所
A050-3816-3110

申請・問い合わせ先車　種

小型特殊自動車

大型特殊自動車・
運搬具

軽自動車税

固定資産税
（償却資産）

市民税課
A048-259-7633

固定資産税課
A048-259-7637

車両・機器の種類 税金の種類 申　告　先

新税率種　別
50cc以下
90cc以下
125cc以下
ミニカー

農耕用
その他

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円

3,600円

6,000円

2,400円
5,900円

原動機付
自 転 車

小型特殊自動車

２輪の軽自動車
（125cc 超～ 250cc 以下）

２輪の小型自動車
（250cc 超）

認印
標識（ナンバー）
標識交付証明書
譲渡証明書※
廃車申告受付書

廃車
名義変更
旧所有者が廃車していない
旧ナンバー：川口市 旧ナンバー：川口市以外

旧所有者
廃車済

必要
必要
必要
─
─

必要（新所有者）
─
─
必要
必要

※譲渡証明書は旧所有者の押印がしてあるもの

必要（新所有者）
─
必要
必要
─

必要（新所有者）
必要
必要
必要
─

青木会館交通（バス）案内
・川口駅東口7番乗り場
（川19）グリーンセンター経由戸塚安行駅ゆき
（川20）グリーンセンター経由東川口駅ゆき
・川口駅東口8番乗り場
（川23）医療センター経由新井宿駅ゆき
・川口駅東口9番乗り場
（川18）川口市立高校経由鳩ヶ谷公団住宅ゆき
◇「青木会館入口」下車、徒歩3分
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50歳以上のかたがたの交流と地域参加の機会
を提供することを目的に、人、地域、社会が
ともに成長する学びの場です。
いきいきと輝く学園生活を送ってみませんか。平成31年度受講生募集

せい じん だい がく

〈共通スケジュール〉 入学式：5月26日㈰　大学祭：11月24日㈰　卒業式：2020年3月1日㈰

※講座の詳細は募集案内をご確認ください。
b盛人大学キャンパス（並木2-3-6、西川口駅東口徒歩3分）など
c市内在住・在勤の50歳以上のかた（今年度中に50歳になるかたを含む）
f4月20日（土）（必着）までに募集案内の専用往復はがきで（申込多数の場
合は抽選）

※平成28年度以降に受講経験のないかたを優先します。
※募集案内は盛人大学、かわぐち市民パートナーステーション、
公民館、図書館、本庁舎、支所などで配布（市ホームページ
にも掲載）

問い合わせ…盛人大学事務局（かわぐち市民パートナーステーション分室内）　i・k048-256-9050 火～日曜日 9:30～17:00（祝日を除く）

コ ー ス
A

B

C

D

E

F

G

H

社会教養

心理カウンセリング入門

国際

健康生きがいづくり

地域デザイン

ボランティア入門

郷土川口再発見

社会起業・ビジネス

概　　要
文化、教養などさまざまなことを学び、自
分ができることを見つけます。

多面的、体験的に基本を学び、自他の心
の理解とサポートの方法を学びます。

さまざまな国の文化、暮らしや言葉などを
学び、多文化共生とグローバル社会を考
えます。

健康寿命を延ばして医療費を削減し、地
元川口を元気にしましょう。

一人ひとりの経験や知識を持ちより、みん
なで考え、できることを見つけます。

基礎知識を学ぶとともに、活動の基本学
習を通じて今後の活動につなげます。

座学や街歩き、フィールドワークを通じ、さ
まざまな視点から地域の魅力を再発見し
ます。

夢の実現のために起業家としてのスキル、
知識を身に付けよう！

回数
14回

12回

14回

13回

13回

14回

13回

13回

定員
45人

35人

45人

40人

20人

30人

40人

25人

費用（年間）
5,000円

5,500円

4,500円

4,500円

4,500円

4,500円

4,500円

5,500円

期　 間
6/1(土)～2/8(土)
10：00～12：30
6/9(日)～1/26(日)
10：00～12：30

6/1(土)～2/1(土)
14：00～16：30

6/2(日)～2/2(日)
10：00～12：30
6/7(金)～1/17(金)
14：00～16：30
6/8(土)～12/13(金)
14：00～16：30

6/8(土)～1/25(土)
10：00～12：30

6/14（金）～2/14（金）
14：00～16：30

問い合わせ…資源循環課　i048-228-5370　k048-228-5322

①事業系一般廃棄物の処理などに関して、次に該当した場合、適切に対応するよう勧告することができます。
（１）求められた報告をしないまたは虚偽の報告をした　
（２）職員が行う検査を拒み、妨げるまたは忌避した
②①の勧告を受けた者が正当な理由なくこの勧告に従わないときは、勧告に従うように命ずることができます。
③報告徴収や立入検査の結果、条例などに違反していることが判明した場合の命令に従わなかったり、②の命令に従わなかっ
た場合、50,000円以下の過料を科することができます。

事業者は事業系一般廃棄物（産業廃棄物以外の事業系ごみ）の処理を自らの責任で環境センターに自己
搬入するか、市が許可した収集運搬業者に処分を委託しなければなりません。また、事業系一般廃棄物
などの保管場所が義務づけられています。
今回の条例改正は、こうした処理方法などのルールに従わない事業者や関係者に対して行う報告徴収・
立入検査に応じない者に対し、市の調査権・指導権を強化するため、勧告、命令、過料を設けるなど必
要な改正を行うものです。

事業者は事業系一般廃棄物（産業廃棄物以外の事業系ごみ）の処理を自らの責任で環境センターに自己
搬入するか、市が許可した収集運搬業者に処分を委託しなければなりません。また、事業系一般廃棄物
等の保管場所が義務づけられています。
今回の条例改正は、こうした処理方法などのルールに従わない事業者や関係者に対して行う報告徴収・立入検査
に応じない者に対し、市の調査権・指導権を強化するため、勧告、命令、過料を設けるなど必要な改正を行うも
のです。

事業者は事業系一般廃棄物（産業廃棄物以外の事業系ごみ）の処理を自らの責任で環境センターに自己
搬入するか、市が許可した収集運搬業者に処分を委託すること、また、事業系一般廃棄物等の保管場所
を設置することと規定しています。

今回の条例改正は、こうした条例で定める処理方法などのルールに従わない事業者や関係者に対して行う報告徴
収・立入検査に応じない者に対し、市の調査権・指導権を強化するため、勧告、命令、過料を設けるなど必要な
改正を行うものです。

４月から 適正なごみ処理をしない事業者への指導を強化するため罰則などを新設します川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正します

ＰＯＩＮＴ

〈改正後のイメージ〉
適正処理の違反

報告、立入検査に対する違反

命令

勧告 命令

新 設

罰則
（過料）

罰則
（過料）

事業系一般廃棄物
事実
確認

報告
立入検査


